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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　８．０％未満～４．０％のソリディティを含み、少なくとも１．４０の有効繊維直径の
実際の繊維直径に対する比率を含むスパンボンドウェブであって、捲縮繊維、間隙が形成
された繊維、及び二成分繊維が実質的に存在しない、スパンボンドウェブ。
【請求項２】
　複数の対向して面するひだを含む濾材と、前記濾材の縁部に沿って存在する周辺枠とを
更に含む、自己支持型のひだ付けしたフィルターであって、前記濾材は、８．０％未満～
４．０％のソリディティを含み、少なくとも１．４０の有効繊維直径の実際の繊維直径に
対する比率を含むスパンボンドウェブを含み、前記スパンボンドウェブには捲縮繊維、間
隙が形成された繊維、及び二成分繊維が実質的に存在しない、自己支持型のひだ付けした
フィルター。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　スパンボンドウェブには、おむつ及び／又はパーソナルケア物品の裏張り、カーペット
の裏地、ジオテキスタイル等を含む様々な用途が見出されている。そのようなスパンボン
ドウェブは、構造補強、バリヤー性などの提供に主に依拠する典型的には低いロフトの材
料である。当該技術分野の一部の就業者は、様々な方法でより高いロフトを備えるウェブ
の開発を試みてきた。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　本明細書は、捲縮繊維及び間隙が形成された繊維が実質的に存在しない高いロフトのス
パンボンドウェブを開示する。ウェブは、８．０％未満～約４．０％のソリディティ、及
び有効繊維直径の実際の繊維直径に対する比率が少なくとも約１．４０を示す。更にその
ようなウェブを製造する方法を開示する。
【０００３】
　したがって一態様において、本明細書は、８．０％未満～約４．０％のソリディティを
含み、少なくとも約１．４０の有効繊維直径の実際の繊維直径に対する比率を含むスパン
ボンドウェブであって、捲縮繊維、間隙が形成された繊維、及び二成分繊維が実質的に存
在しないスパンボンドウェブを開示する。
【０００４】
　したがって別の態様において、本明細書は、対向して面する複数のひだを含む濾材と、
濾材の縁部に沿って存在する周辺枠とを更に含む、自己支持型のひだ付けしたフィルター
であって、濾材は、８．０％未満～約４．０％のソリディティを含み、少なくとも１．４
０の有効繊維直径の実際の繊維直径に対する比率を含むスパンボンドウェブを含み、スパ
ンボンドウェブは捲縮繊維、間隙が形成された繊維、及び二成分繊維が実質的に存在しな
い、自己支持型のひだ付けしたフィルターを開示する。
【０００５】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下の「発明を実施するための形態」から明らかにな
るであろう。しかし、決して、上記要約は、請求された主題に関する限定として解釈され
るべきでなく、主題は、手続処理の間補正することができる添付の特許請求の範囲によっ
てのみ規定される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本明細書に開示するスパンボンドされた不織布ウェブを形成するために使用され
得る装置の概略図。
【図２】図１の工程で使用され得る細径化器（attenuator）の側面図。
【図３】従来のスパンボンドされた不織布ウェブの１００倍の倍率の走査型電子顕微鏡画
像の上面画像。
【図４】本明細書に開示するように製造されたスパンボンドされた不織布ウェブの２５０
倍の倍率の走査型電子顕微鏡画像の上面画像。
【図５】本明細書に開示するように製造されたスパンボンドされた不織布ウェブの１００
倍の倍率の走査型電子顕微鏡画像の断面画像。
【図６】周辺枠及びスクリムを備えたひだ付けしたフィルターの部分断面の斜視図。
【０００７】
　様々な図面において、類似参照記号は類似要素を表す。特に指定されない限り、本文献
における全ての図面及び図は、一定の縮尺ではなく、本発明の異なる実施形態を例示する
目的で選択される。特に、様々な構成要素の寸法は、指示のない限り、例示的な用語とし
てのみ記述され、様々な構成要素の寸法間の関係は、図面から推測されるべきではない。
本開示において、「上部」、「下部」、「上流側」、「下流側」、「下」、「上」、「前
」、「後ろ」、「外」、「内」、「上へ」及び「下へ」、並びに「第１の」及び「第２の
」等の用語が使用され得るが、これらの用語は、特に断りのない限り、それらの相対的な
意味においてのみ使用されることを理解されたい。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　用語解説
　本明細書では、用語「フィラメント」は、一組のオリフィスから押し出される熱可塑性
材料の溶融流を指すために一般に用いられ、用語「繊維」は、それを含む固化したフィラ
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メント及びウェブを指すために一般に用いられる。これらの指定は、単に説明の便宜上用
いられる。本明細書に説明する処理で、部分的に固化したフィラメントと、わずかにべと
つく及び／又は半溶融した表面を依然として含む繊維との間に明確な境界がない場合があ
る。
【０００９】
　用語「溶融紡糸」は、一組のオリフィスからフィラメントを押し出し、フィラメントの
冷却を助けるためにフィラメントを空間（移動する空気流が含まれてもよい）に通し、フ
ィラメントを少なくとも部分的に延伸するためにフィラメントを細径化（attenuation）
（つまり延伸）ユニットに通すことにより、フィラメントを冷却し固化させて繊維を形成
することによって形成される繊維を指す。メルトブローは、押出オリフィスにごく近接し
て配置される空気吹出しオリフィスによって導入される収束する高速度の空気流に、フィ
ラメントを押し出すことを伴う点で、溶融紡糸は、メルトブローと区別することができる
。
【００１０】
　「スパンボンドされている」とは、繊維ウェブとして捕集され、任意選択で１つ以上の
接着作業を受ける一組の溶融紡糸繊維を含むウェブを意味する。
【００１１】
　「直接捕集された繊維」とは、一組のオリフィスから溶融フィラメントを押し出し、フ
ィラメント又は繊維がオリフィスと捕集表面との間で偏向板等に接触することなく、少な
くとも部分的に固化したフィラメントを繊維として捕集表面上に捕集することによって、
本質的に１つの作業で繊維が形成されウェブとして捕集されることを意味する。
【００１２】
　「ひだ付け」とは、少なくとも部分的に折りたたまれて、一般に並列に、対向して折り
目の列をなす形状を形成するウェブを意味する。そのため、全体としてのウェブのひだ付
けは、個々の繊維の捲縮と区別される。
【００１３】
　「捲縮繊維」とは、捲縮処理を施された繊維を意味する。捲縮処理は、機械的捲縮（例
えば、ステープル繊維の捲縮）を含む。捲縮処理は、二成分繊維（例えば、いわゆるコン
ジュゲート繊維）を繊維の構成成分中の収縮差によって捲縮が生じるように温度にさらす
、いわゆる熱活性化処理も含む。捲縮処理は、繊維に固化勾配が生じるように繊維の幾何
学的に非対称の熱処理を行い、したがって捲縮が得られる熱活性化処理も含む。そのよう
な熱活性化処理、又は他の捲縮処理は、スパンボンド処理の前、その間、又はその後に行
われてもよい。捲縮繊維は、特徴（例えば、波状、ぎざぎざした、正弦波形状等の繊維の
外観が顕在化する）の反復を呈する、螺旋形の外観（例えば、特に二成分繊維の熱活性化
によって得られる捲縮繊維の場合）を有する等で識別することができ、当業者には容易に
認識できる。例示的な捲縮繊維は、米国特許第４，１１８，５３１号（Ｈａｕｓｅｒ）、
同第５，５９７，６４５号（Ｐｉｋｅら）、及びカナダ特許第２６１２８５４号（Ｓｏｍ
ｍｅｒら）に説明される。
【００１４】
　「間隙が形成された繊維」とは、間隔を置いて離された２つの表面（例えば、ニップ、
スロット等）の間で空隙（例えば、収束する間隙）に捕集される繊維を意味する。間隙が
形成された繊維は、ウェブを横断面で見るとき、繊維がＵ字型若しくはＣ字型の模様を一
般的に反復して表示する、及び／又は波伏、折り目、ループ、隆起等の模様を一般的に反
復して表示する、並びにウェブの最短寸法（厚さ方向）に沿って一般的に配向するウェブ
のかなりの数の繊維を有する、ことで識別することができる。この文脈では、間隙が形成
された繊維は、あらかじめ単一（例えば、平たい捕集表面）上に捕集され、次に、波状、
折り目等の前述の模様を達成する収束する間隙、ニップ等に通し得る繊維を含む。例示的
な間隙が形成された繊維は、米国特許第６，５８８，０８０号（Ｎｅｅｌｙら）、同第６
，８６７，１５６号（Ｗｈｉｔｅら）、及び同第７，４７６，６３２号（Ｏｌｓｏｎら）
に説明される。



(4) JP 5747028 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

【００１５】
　ソリディティとは、固体（例えば、高分子繊維）材料で占める繊維ウェブの全容積の比
率を表わす無次元分数（通常、パーセントで報告される）を意味する。更なる説明、及び
ソリディティを得る方法は、実施例の項目に記載される。ロフトは１００％からソリディ
ティを引いたもので、固体材料で占有されていないウェブの全容積の比率を表わす。
【００１６】
　図１は、高いロフトのスパンボンドウェブを形状するために使用することができる本明
細書に開示する例示的な装置を示す。そのような装置を使用する例示的な方法では、高分
子繊維形成材料をホッパー１１の中へ導入し、押出機１２で溶融し、ポンプ１３によって
押出ヘッド１０中へポンプ送液する。ペレット又は他の粒子状の固形ポリマー材料が最も
一般的に使用され、これを液状の圧送可能な状態に溶融する。
【００１７】
　押出ヘッド１０は従来のスピナレット又はスピンパックであってもよく、一般に、規則
的な模様、例えば一直線の列に配置された多数のオリフィスを含む。線維形成液体のフィ
ラメント１５は押出ヘッドから押し出され、空気が充填された空間１７を通って細径化器
１６に搬送される。押し出されたフィラメント１５が空間１７を通って細径化器１６に達
するまでに進む距離は、フィラメント１５が暴露される条件と同様に、変化させることが
できる。押し出されたフィラメント１５の温度を下げるため、及び／又は押し出されたフ
ィラメント１５を部分的に固化するために、急冷空気流１８を押し出されたフィラメント
１５に向けてもよい。（本明細書で用語「空気」が便宜上用いられるが、本明細書に開示
する急冷処理及び延伸処理で他の気体及び／又は気体混合物が使用されてもよいことが理
解される）。１つ以上の空気の流れを使用してもよく、例えば、フィラメント流を横切っ
て吹く第１の空気流１８ａは主に、押出の間に放出される望ましくない気体材料又は煙霧
を除去する働きをし、第２の急冷空気流１８ｂは主に、温度低下を達成する働きをしても
よい。急冷空気流の流速は、本明細書に開示する独自の特性を備えるウェブの達成を補助
するために、本明細書に開示するように有利に操作されてもよい。
【００１８】
　フィラメント１５を細径化器１６に通してもよく（以下により詳細に説明する）、次に
、一般的に平らな（６インチ（１５２ｍｍ）より大きい曲率半径からなることを意味する
）捕集表面１９上に堆積させ、繊維２０の塊として捕集させる。（一般的に平らな捕集表
面１９上に繊維を捕集することは、例えば、間隔を置いて離された表面との間の間隙で繊
維を捕集することと区別されるべきである。）捕集表面１９は、少なくとも６インチ（１
５２ｍｍ）の半径を備える連続的なベルト、ドラム、又はロールによって提供される等の
、連続的な単一捕集表面を含んでもよい。捕集装置１９は、一般的に多孔質であってもよ
く、気体回収（真空）装置１４を捕集装置の下部に配置して捕集装置上に繊維を堆積させ
るのを補助することができる（捕集装置の、多孔性、例えば、比較的小規模の多孔性は、
上記で定義されるように捕集装置が一般的に平らであるという事実を変えない）。細径化
器の出口とコレクターとの間の距離２１は、異なる効果を得るために変えてよい。更に、
捕集前に、押し出されたフィラメントを、例えば、更なる延伸、噴霧等、図１に示されな
い多くの追加の処理工程にさらしてもよい。
【００１９】
　捕集後、例えば、ウェブの一体性及び／又は取扱性を高めるために、スパンボンド繊維
の捕集した塊２０（ウェブ）を１つ以上の接着作業にさらしてもよい。特定実施形態では
、そのような接着は、ウェブ上への間断のない接点圧力を加えることなく、高温（例えば
、炉の使用、及び／又は制御された温度の空気流によって達成される）で行なわれる接着
、と本明細書に定義する自己接着（autogeneous bonding）を含んでもよい。そのような
接着は、例えば、図１の制御加熱装置１０１の使用によって、ウェブ上へ加熱された空気
を向けることで行なわれてもよい。そのような装置は、米国特許出願第２００８／００３
８９７６号（Ｂｅｒｒｉｇａｎら）により詳細に説明され、該出願はこの目的のために参
照により本明細書に組み込まれる。そのような接着に加えて、又はその代わりに、カレン
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ダーロールの使用等の他の周知の接着方法が用いられてもよい。スパンボンドウェブ２０
は、エンボス加工ステーション、ラミネータ、カッター等の他の装置へ搬送されて貯蔵ロ
ール等に巻き取られてもよい。
【００２０】
　図２は、フィラメント１５が通過し得る例示的な細径化器１６の拡大側面図である。細
径化器１６は、少なくとも部分的にフィラメント１５を延伸する働きをしてもよく、追加
的に（押出ヘッド１０と細径化器１６との間の距離を通過する際に既に生じた可能性があ
るフィラメント１５の任意の冷却及び／又は急冷以上に）フィラメント１５を冷却する及
び／又は急冷する働きをしてもよい。そのような少なくとも部分的な延伸は、それぞれの
フィラメントの少なくとも一部分の少なくとも部分的な配向を達成する働きをしてもよく
、当業者には周知であるように、それにより製造された固化した繊維は強度において相当
の向上を伴う。そのような少なくとも部分的な延伸は更に、固化した繊維の直径が延伸さ
れない場合の直径から減少することで顕在化されてもよい。一般的に、繊維上に行なわれ
る延伸の量の減少（例えば、細径化器１６で使用される延伸空気量の減少）は、より弱い
（配向が無いため）及び／又は直径がより大きい可能性がある繊維となることが当業者に
は予想される。
【００２１】
　例示的な細径化器１６は場合によっては、図２の設計で示すように間に細径化チャンバ
２４が画定されるように、分離された２つの半分部分又は側部１６ａ及び１６ｂを含んで
もよい。細径化器１６は、２つの半分部分又は側部（この場合において）として存在する
が、１つの単一装置として機能し、その総合形態で先ず説明する。例示的な細径化器１６
は、細径化チャンバ２４の入口スペース又は喉部２４ａを画定する傾斜した入口壁２７を
含む。入口壁２７は、好ましくは入口縁又は表面２７ａで湾曲し、押し出されたフィラメ
ント１５を運ぶ空気流の進入を円滑にする。壁２７は本体部分２８に取り付けられ、本体
部分２８と壁２７との間に空気間隙３０を形成するために、凹領域２９を設けてもよい。
導管３１を通して間隙３０内に空気を導入してもよい。エアナイフ３２からチャンバ２４
内への空気の通過を円滑にするために、細径化器本体２８は２８ａで湾曲してもよい。細
径化器本体の表面２８ｂの角度（α）は、細径化器を通過するフィラメント流にエアナイ
フが衝突する所望の角度を決定するように選択することができる。
【００２２】
　細径化チャンバ２４は均一な間隙幅を有してもよく、又は図２に示されるように、間隙
幅は細径化チャンバの長さに沿って変化してもよい。細径化チャンバ２４の長手方向の長
さの少なくとも一部分を画定する壁は、主要本体部分２８とは別個であり、主要本体部分
２８に取り付けるプレート３６の形態が取られてもよい。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、細径化器１６のある部分（例えば、側部１６ａ及び１６ｂ）
は、例えば、システムの変動に応じて、互いに向かって移動可能及び／又は互いから離れ
て移動可能であってもよい。そのような能力は状況によって有利であり得る。
【００２４】
　細径化器１６及びその可能なバリエーションは、米国特許出願第２００８／００３８９
７６号（Ｂｅｒｒｉｇａｎら）、米国特許第６，６０７，６２４号、及び同第６，９１６
，７５２号により詳細に記載され、これらすべてはこの目的のために参照により本明細書
に組み込まれる。
【００２５】
　本発明者らは、スパンボンド処理の従来の操作から逸脱することで（例えば、図１及び
２の装置の通常の操作（例えば上述の出典に説明されるように）から逸脱することで）、
本明細書で説明する独自かつ有利なウェブを製造することができることを発見した。
【００２６】
　具体的には、本発明者らは、溶融高分子の押出量（例えば、溶融紡糸するフィラメント
の押出量）に対して、少なくとも使用する急冷空気の量及び延伸空気の量を適切に選択す
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ることで、独自の特性を備えたスパンボンドウェブを製造することができることを発見し
た。簡潔に、そのようなウェブは、本明細書で以下に詳細に説明するように、高いロフト
と有効繊維直径（ＥＦＤ）の実際の繊維直径（ＡＦＤ）に対する高い比率との予期しない
組み合わせを有し得る。そのような高いロフトとＥＦＤのＡＦＤに対する高い比率との組
み合わせは、デプスフィルターとして機能する独自の能力、例えば、粒子がフィルターウ
ェブの表面上に表面ケーキを形成する前にフィルターウェブ内に比較的大量の粒子を捕集
することができる能力、をこれらのウェブを与える可能性がある。
【００２７】
　そのようなウェブのロフトは、（本明細書での定義、及び本明細書で報告する方法によ
る測定による）ソリディティの点から本明細書では特徴付けられる。本明細書に開示する
ように、約４．０％～８．０％未満のソリディティのウェブ（すなわち、約９６．０％～
９２．０％より大きいロフトのウェブ）を製造することができる。様々な実施形態では、
本明細書に開示するウェブは、高くて約７．５％、高くて約７．０％、又は高くて約６．
５％のソリディティを含む。更なる実施形態では、本明細書に開示するウェブは、少なく
とも約５．０％、少なくとも約５．５％、又は少なくとも約６．０％のソリディティを含
む。
【００２８】
　様々な実施形態では、本明細書に開示するスパンボンドウェブは、少なくとも約１．４
０、少なくとも約１．５０、又は少なくとも約１．６０の有効繊維直径の実際の繊維直径
に対する比率を含む。
【００２９】
　ある高いロフトのウェブは、当該技術分野の他の就業者によって今まで報告されたよう
に、高いロフトの達成は捲縮繊維（本明細書で上記定義した）の存在に依存してきた。本
明細書に説明するウェブは、高いロフトを達成するために捲縮繊維を含有する必要がない
。したがって、いくらかの実施形態では、本明細書に開示するウェブは、捲縮繊維が実質
的に無く、この文脈において、ウェブの１０繊維ごとに１繊維未満が本明細書に定義する
捲縮繊維であることを意味する。別の実施形態では、ウェブの２０繊維ごとに１繊維未満
が本明細書に定義する捲縮繊維である。（この基準を満たす例示的なウェブが図４及び５
に示される）。任意のスパンボンドウェブを形成する工程で起こり得るそのような非線形
の（例えば、湾曲した）繊維又はその繊維の部分と、本明細書に定義する捲縮繊維との違
いを、当業者は当然のことながら容易に認識するであろう。特定実施形態では、本明細書
に説明するウェブは、捲縮ステープル繊維が実質的に存在しない。
【００３０】
　しばしば、当該技術分野における高いロフトのウェブは、特定の熱にさらされ、次第に
（例えば、熱活性化）捲縮が生じ得る（例えば、当該技術分野において周知である、繊維
の２つの構成成分が並んで、又は偏心したシース－巻芯の構成で存在し、異なる収縮性を
有することによる）、いわゆる二成分繊維の使用に依存する。二成分繊維は任意選択で本
明細書に開示するウェブ中に存在する可能性があるが、本明細書に開示するウェブは、高
いロフトを達成するために二成分繊維を含有する必要はない。したがって、いくらかの実
施形態では、本明細書に開示されるウェブは、本明細書では、ウェブの１０繊維ごとに１
繊維未満が二成分樹脂から製造される（すなわち、単一成分繊維を含む繊維の均衡で）こ
とを意味する、二成分繊維が実質的に存在しない。別の実施形態では、ウェブの２０繊維
ごとに１繊維未満が、本明細書に定義する二成分繊維である。特定実施形態では、本明細
書に開示するウェブは、本明細書に定義するウェブが一般的に単一成分繊維のみ（すなわ
ち、ウェブの５０繊維ごとに１繊維未満が二成分繊維である）を含有することを意味する
、単一成分スパンボンドウェブを含む。そのような単一成分ウェブは、当然のことながら
、ウェブ中に存在し得る（例えば、ウェブに散在する微粒子添加剤として、又は例えば個
々の繊維の物質内に存在する溶融添加剤としてを問わず）添加剤、加工助剤等の存在を含
まない。
【００３１】
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　二成分繊維の存在量を最小限にする際に、本明細書に開示するウェブは、少なくとも特
定実施形態において有利であり得る。例えば、本明細書に開示するウェブは、帯電に非常
に適し得る（例えば、濾過の用途に望ましい場合）ポリプロピレンから実質的になる単一
成分繊維で構成され得る。例えば、ポリエチレンを相当量含む二成分繊維は、ポリエチレ
ンが電荷を受け取り保持する能力が少ないため、帯電できない可能性がある。本明細書に
開示する単一成分繊維から主に構成されるウェブは、熱活性化工程を必要とせずに高いロ
フトを達成し得るという点で、二成分繊維より更に有利であり得る。
【００３２】
　ある高いロフトのウェブは、当該技術分野の他の就業者によって今まで報告されたよう
に、本明細書に定義する間隙が形成された繊維の存在に依存してきた。この種類のウェブ
は、ウェブのＺ字型方向（厚さ方向）に配向する繊維の部分をかなりの数含み得る。その
ような繊維は、ウェブを横断面で見るとき、例えば、ループ、波状、隆起、ピーク、折り
目、Ｕ字型又はＣ字型の形状（Ｕ字又はＣ字の閉鎖端が一般的にウェブの内部部分により
接近して位置し、Ｕ字又はＣ字のアームがウェブの内部部分からより離れて位置した状態
で）を示し得る。そのような繊維のＺ軸終端は、ウェブの表面に融合されてもよい。
【００３３】
　本明細書に開示するウェブは、高いロフトを達成するために間隙が形成された繊維を含
有する必要がない。したがって、いくらかの実施形態では、本明細書に開示されるウェブ
は、本明細書では、ウェブの２０繊維ごとに１繊維未満が間隙が形成された繊維であるこ
とを意味する、間隙が形成された繊維が実質的に存在しない。この基準を満たす例示的な
ウェブが図４及び５に示される。（任意のスパンボンドウェブの形成で、ある少数の繊維
は、間隙が形成された繊維が示す構造体に類似する構造体を形成し得ることを、当業者は
容易に認識するであろう。更に、そのような発生は、間隙が形成された繊維で作られたウ
ェブと容易に区別することができることを当業者は容易に認識するであろう）。特定実施
形態では、本明細書に開示されるウェブは、Ｃ字型の繊維、Ｕ字型の繊維等の模様の反復
が実質的に存在せず、折り目、ループ、隆起、ピーク等の反復模様が実質的に存在しない
。別の実施形態では、本明細書に開示されるウェブは、繊維のＺ軸終端がウェブの表面に
融合される複数の繊維を含まない。
【００３４】
　比較的従来型で、一般的に平たい単一捕集表面を使用して高いロフトのウェブを製造す
る際に（例えば、図１に示されているように）、本明細書に開示する処理は、間隙が形成
された繊維を提供するために典型的に要求される間隔を置いて離された捕集表面の複雑な
配置を有利になくす。
【００３５】
　本発明者らは、本明細書に開示するウェブが以前報告されていない独自の特性を示すこ
とを発見した。具体的には、本発明者らは、ウェブの繊維の実際の繊維直径（ＡＦＤ）を
ウェブが示す有効繊維直径（ＥＦＤ）と比較することによって、これらのウェブを特徴付
けた。実施例の項目に詳細に説明するように、実際の繊維直径は、顕微鏡下の観察により
取得され、繊維の実際の物理的な直径（平均）を表わす。有効繊維直径は、多孔質媒体を
通る流量の基本原則に基づく周知のモデル（Ｄａｖｉｅｓ，Ｃ．Ｎ．；Ｔｈｅ　Ｓｅｐａ
ｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｉｒｂｏｒｎｅ　Ｄｕｓｔ　ａｎｄ　Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ，Ｉｎ
ｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ，Ｌｏｎｄｏｎ
，Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　１Ｂ，１９５２）から得た、計算されたパラメータ（ウェブ
を通る圧力の降下及び流速の測定値から算出）である。本質的に、ウェブの有効繊維直径
は、流量モデルによるウェブが示す流量特性を引き起こすと予期される繊維直径を表わす
。特定のスパンボンドウェブでは、（完全な一致でない場合もあるが）有効繊維直径は、
多くの場合実際の繊維直径と非常に類似する（例えば、約２０％以内）ことを当業者は認
識する。
【００３６】
　実施例の項目の表５に見られるように、本明細書に開示する高いロフトのウェブは、ウ
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ェブの実際の繊維直径より少なくとも４０％大きい有効繊維直径を予想外に示すことを本
発明者らは発見した。例えば、実施例４のウェブ４Ａは、ウェブの実際の繊維直径（１２
．６μｍ）より約５０％大きい（即ち、ＥＦＤ／ＡＦＤ率がおよそ１．５２）有効繊維直
径（１９．２μｍ）を示している。対照的に、比較例１のウェブは、比較例１のウェブの
実際の繊維直径（１３．０μｍ）より１０％未満大きい有効繊維直径（１４．０μｍ）を
示している。
【００３７】
　双方のウェブは非常に類似する実際の繊維直径を示している（１２．６μｍ対１３．０
μｍ）という事実にもかかわらず、比較例１のウェブのＥＦＤ／ＡＦＤ率と比べて、ウェ
ブ４ＡのＥＦＤ／ＡＦＤ率の上昇が発生することを、当業者は認識するであろう。更に、
４Ａウェブ及び比較例１のウェブは、双方とも同じ装置で製造された（比較例１のウェブ
は、当該技術分野で説明される操作条件と同様の通常の操作条件を使用して製造され、４
Ａウェブは本明細書に開示する方法によって製造される）。したがって、本明細書に開示
する方法による操作条件の変更は、ウェブの繊維の実際直径に著しい変化を生じることな
く（容認できない繊維の強度の低下も生じなかった）が、著しくより高い有効繊維直径、
及び著しくより高いロフトが得られた。
【００３８】
　したがって、本明細書に開示する方法によって、繊維が十分に延伸され得る条件下で溶
融紡糸繊維を製造することができる（上述のとおり、繊維が通常の条件下で製造される繊
維と類似の直径で製造され得るという事実、更に繊維が容認できる強度を有する事実から
明らかなように）一方で、繊維が有利に高いロフト及び高いＥＦＤ／ＡＦＤ率を備えたウ
ェブを予想外に形成できることを当業者は認識するであろう。
【００３９】
　理論又はメカニズムによって限定されることを望まないが、本発明者らは、実際の繊維
直径が非常に類似する場合でもそのような著しくより高い有効な繊維直径が見られ得るの
で、有効繊維直径のそのような差は、繊維が、本明細書に説明する手順によって達成され
る、ある新規の構成で集団的に配置されるためであり得ると仮定する。
【００４０】
　本明細書に開示するそのような新規で有用なウェブは、溶融高分子フィラメントの押出
量に対して使用する急冷空気の量及び／又は延伸空気の量を著しく減らすことで製造する
ことができることを本発明者らは発見した。そのような手法は、溶融紡糸繊維は捕集前に
できる限り完全に急冷されるべきであると仮定する一般通念に反する（何人かの研究者ら
は、そのような急冷空気を使用しないスパンボンド繊維の製造を報告したが、そのような
研究者らは典型的には比較的大量の延伸空気を依然として使用しており、そのような場合
急冷機能としても働くであろう）。そのような最大限に完全な急冷は、繊維が細径化器の
内部表面にくっつき、ウェブの均一性等を不利に低減する可能性がある、かたまって粘着
性のある集積した塊を形成するのを防ぐのに有用であると考えられてきた。
【００４１】
　本明細書に開示する方法で、溶融紡糸繊維の押出量に対する急冷空気及び／又は延伸空
気のそのように低減することは、上述の予想される問題の発生を防止し、かつ繊維が容認
できる強度を有するように十分な延伸を提供すると同時に、捲縮繊維、間隙が形成された
繊維、二成分繊維を含有するウェブを必要としないなどで予想外に高いロフトを備え、か
つＥＦＤのＡＦＤに対する予想外に高い比率を備えるウェブを提供できることを、予想外
に本発明者らは発見した。
【００４２】
　理論又はメカニズムによって限定されることを望まずに、本発明者らは、本明細書に開
示する現象は、少なくとも一部は繊維がスパンボンド処理中のある時点で長さの線分に沿
って共に衝突し接着することから生じると仮定する。即ち、長さの線分に沿って共に接着
されるいくつか（例えば、４、５、８もの数、又はそれ以上）の繊維（そのような繊維は
「結びついた」繊維と呼ばれることもある）を含む比較的多数の粘着性の集積した塊（し
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ばしば「マクロバンドル」と呼ばれる）は、本明細書に開示する処理において有利に形成
され得る。マクロバンドルのような特徴は、細径化器の内部にくっつき、スパンボンド処
理を中断させる可能性があり、捕集ウェブ内に粘着性の集塊を引き起こす場合があり、ウ
ェブに望ましくない不均一性を与えるなどの理由で、スパンボンドウェブを製造する際に
避けるべきである又は極力抑えるべきであるというのが、当業者の間で基本原則であった
。そのようなマクロバンドルは任意のスパンボンドウェブ内に、ある程度存在する可能性
があるのだが（例えば、図３の比較例１のウェブに多少見られ得る）、本発明者らは、マ
クロバンドルの増量が少なくとも部分的に、本明細書に開示するウェブの独自の特性の原
因であり得ると仮定する。
【００４３】
　本明細書に開示するウェブに見られるマクロバンドルは、図４に指し示される（参照番
号５０で示す）。具体的には、図５の例示的なウェブは、多数のマクロバンドルが存在す
る（そして多数のマクロバンドルはウェブの平面に一般的に配向し得ることが多い）本明
細書に開示するウェブの独自の構造体を示す。この構造体は、当該技術分野の少なくとも
いくつかのウェブ（例えば、間隙が形成された繊維を含有するいくつかのウェブ）とは異
なり得る。当該技術分野のそのようなウェブは、全体としてはおそらく高いロフトを含む
が、ウェブの内部が比較的高いロフトを含み、ウェブの片方の表面又は両方の表面が比較
的低いロフトを含む（すなわち、密度がより高い）不均一の構造体を含む可能性がある。
本明細書に説明するウェブは、比較的密度が高い表面領域を含まないことで、粒子がウェ
ブの内部領域に浸透して保持される能力が高まる可能性があり、本発明者らが注目する優
れた深さの充填能力をもたらす可能性がある。
【００４４】
　再び、理論又はメカニズムによって限定されることを望まずに、比較的短い長さの延伸
チャンバを有すると当業者は認識するであろう図２に示される種類の細径化器の独自のデ
ザインは、本明細書に説明するように操作するとき、そのようなマクロバンドルを首尾よ
く生成させ、スパンボンドウェブに組み込むことにおいて特に有利であり得る。
【００４５】
　本明細書に開示するウェブはしたがって、溶融高分子の押出量に対して延伸空気の量、
及び任意選択で急冷空気の量を著しく減らすことにより製造され得る。本明細書に開示す
る延伸空気の量は、溶融紡糸工程を操作する際に前述の問題が起こる、及び／又は前述の
望ましくないウェブの特徴が生じるとして、通常非常に低いとみなされる範囲であると当
業者は認識するであろう。したがって、本明細書に開示する条件は、溶融紡糸工程の通常
の条件の定常的な最適化の領域内に入らない。
【００４６】
　急冷空気流及び延伸空気流を減らして（溶融高分子の押出量に対して通常使用される空
気流の割合と比較して）製造されるウェブの実施例を実施例１～３で説明する。
【００４７】
　更に、溶融高分子の押出量を十分に増加させれば、比較的大量の急冷空気及び／又は延
伸空気を依然として使用しながら、本明細書に開示する結果を達成することが可能である
ことを本発明者らは発見した。そのようなやり方で製造されるウェブの一実施例を実施例
４に示す。この場合、急冷空気及び延伸空気は、比較例１のそれらの量に匹敵するが、溶
融高分子の押出量は、本明細書に開示する有利な結果を達成するのに十分な倍数だけ増加
させた。
【００４８】
　したがって、本明細書に開示するウェブは、例えば、急冷空気及び延伸空気を減らすこ
とによる、若しくは例えば、溶融高分子の押出量を増加させることによる、又は双方をい
くらか組み合わせることによるのいずれにせよ、溶融高分子の押出量に対して、延伸空気
の量及び任意選択で急冷空気の量を著しく減らすことにより製造することができる。本明
細書に提示するのは本明細書に提示する種類の装置の使用に特に好適であることが発見さ
れた処理条件のある組み合わせであるが、本明細書に開示する条件は、本明細書に使用す
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る装置のデザインに多少特有であり得ることを、当業者は認識するであろう。処理条件の
好適な組み合わせは、本明細書の開示によって導かれ、任意の具体的な作業ライン用に取
得されなければならない可能性がある。そして、述べたように、ある装置（例えば、本明
細書に説明する革新的な細径化器のデザインを備える種類）は、本明細書に開示するスパ
ンボンドウェブの製造に最も好適であり得る。
【００４９】
　本明細書に開示する高いロフトのウェブの製造において、繊維の捕集方法も有利に操作
され得る。例えば、繊維の捕集表面に施される真空の量（例えば、図１に示される気体回
収装置１４によって）は、最も高いロフトを保持するために、最小限に抑えられてもよい
（しかしながら、再び予想外に、本明細書に開示するウェブは、比較的大量の真空を使用
しても高いロフトを保持することが可能であることが明らかになった）。表１Ａ及び２Ａ
で明らかなように、捕集表面１９の速度（形成速度）は、例えば、ソリディティを一層減
少させてロフトを一層増加させるために、更に有利に操作され得る。同様に、それに続く
任意の接着方法（ウェブの一体性及び物理的な強度を高めるためにしばしば使用される）
は、有利に操作され得る。したがって、図１の制御加熱装置１０１の使用において、装置
１０１によって供給される任意の熱風の流速、及び／又はそのような処理で加えられる任
意の真空の量（例えば、気体回収装置１４経由により）は最小限にされてもよい。あるい
は、カレンダー加工による接着で、力の量及び／又は実際のカレンダー加工領域は、最小
限に抑えられてもよい（例えば、点接着が使用されてもよい）。特にカレンダー加工に関
して、カレンダー加工の力を受けるウェブ領域の密度が高まるように、及びウェブの比較
的大きな領域がそのようにカレンダー加工されるように、そのようなカレンダー加工が施
される場合、密度が高められた領域は、測定したウェブのある特性（例えば、有効繊維直
径）がカレンダー加工される前にウェブが本質的に達成した特性から（及び、カレンダー
加工力を受けなかったウェブ部分によって示される特性から）変わる可能性がある。した
がって、特にそのようにカレンダー加工されたウェブの場合、ウェブが本明細書に開示す
るパラメータ内にあるかどうかを判断するために、カレンダー加工されていないウェブの
領域を検査することが必要であり得る、及び／又はカレンダー加工される前の状態でウェ
ブを検査することが必要であり得る。
【００５０】
　述べたように、本明細書に開示するウェブは、本明細書の開示による、比較的低率又は
低度の急冷にさらされた繊維、及び／又は比較的低率又は低度の延伸にさらされた繊維を
含み得る。そのため、本明細書に開示する様々な実施形態のウェブでは、複屈折が５％以
上異なる長手方向の線分を含まない繊維、及び／又は、Ｇｒａｄｅｄ　Ｄｅｎｓｉｔｙ試
験（米国特許第６，９１６，７５２号（Ｂｅｒｒｉｇａｎら）に開示される）で５つ未満
の繊維片が、水平面から少なくとも６０度の角度で配置されるようになる繊維を含み得る
。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、本明細書に開示するウェブは、本明細書に定義する「直接捕
集された繊維」を含み得る。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、本明細書に開示するウェブは、比較的長い（例えば、６イン
チ（１５２ｍｍ）を超える）不定長の繊維を意味する一般的に連続的な繊維を含み得る。
そのような一般的に連続的な繊維は、例えば、多くの場合比較的短い（例えば、６インチ
（１５２ｍｍ）以下）、及び／又は定長に切断されるステープル繊維とは異なり得る。
【００５３】
　様々な実施形態では、本明細書に開示するウェブの坪量は、例えば、１平方メートル当
たり３０～２００グラムの範囲であり得る。様々な実施形態では、本明細書に開示するウ
ェブは、約０．５ｍｍの厚さ～約３．０ｍｍの厚さの範囲であり得る。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、本明細書に開示するウェブは、十分な一体性を含み通常の処
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理及び装置を使用して取扱可能である（例えば、ロールに巻かれ、ひだ付けされ、濾過デ
バイス等に組み立てることができる）ことを意味する自己支持型である。本明細書に述べ
るように、この自己支持特性を高めるために、接着処理（例えば、制御加熱装置による自
己接着、点接着等）が使用されてもよい。
【００５５】
　様々な実施形態では、本明細書に開示するウェブは、少なくとも約１０μｍ、少なくと
も約１４μｍ、又は少なくとも約１８μｍの実際の繊維直径を含む。別の実施形態では、
本明細書に開示するウェブは、高くても約３０μｍ、高くても約２５μｍ、又は高くても
約２０μｍの実際の繊維直径を含む。
【００５６】
　様々な実施形態では、本明細書に開示するウェブは、少なくとも約１５μｍ、少なくと
も約２０μｍ、又は少なくとも約２５μｍの有効繊維直径を含む。別の実施形態では、本
明細書に開示するウェブは、高くても約４５μｍ、高くても約３５μｍ、又は高くても約
３０μｍの有効繊維直径を含む。
【００５７】
　様々な実施形態では、本明細書に開示するウェブを形状するために、繊維を形成する任
意の便利な熱可塑性高分子材料が使用されてもよい。そのような材料には、例えば、ポリ
オレフィン（例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン等）、ポリ（エチレンテレフタレー
ト）、ナイロン、及びコポリマー、並びに／又はこれらのうちのいずれかの配合物が含ま
れてもよい。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、他の繊維、添加剤等が、本明細書に開示するウェブに加えら
れてもよい。例えば、ステープル繊維が含まれてもよく、当該技術分野において既知であ
るように、様々な目的及び吸着剤等用に微粒子添加剤が使用されてもよい。具体的には、
例えば、必要に応じて、ウェブの耐油性を向上させるために、フッ素化添加剤又はフッ素
化処理が加えられてもよい。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、本明細書に開示するウェブは当該技術分野において周知のよ
うに帯電させられてもよく、例えば、ハイドロ帯電、コロナ帯電などがある。
【００６０】
　例えば、支持層、フィルター前の層等の追加の層が、本明細書に開示するウェブを用い
て組み合わせ（例えば、積層することにより）られてもよい。したがって、いくつかの実
施形態では本明細書に開示するウェブは、多層物品で１つ以上の下層として存在してもよ
い。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、本明細書に開示するウェブは、例えば、空気濾過等の用途に
使用するためにひだ付けしたフィルターを形成するために、当該技術分野において周知で
あるひだ付けが施されてもよい。前述したように、当業者は、ウェブ全体としてのそのよ
うなひだ付けを個々の繊維の捲縮と区別するであろう。本明細書に説明するひだ付けした
フィルターは、典型的には強制換気システムで発生する空気圧にさらされるとき、過度に
つぶれない又は曲がらないことを意味する自己支持型であり得る。本明細書に説明するひ
だ付けしたフィルターは、ひだ付けしたフィルターの安定性を高めるために、１つ以上の
スクリム及び／又は周辺枠を含んでもよい。図５は、本明細書に説明するスパンボンドウ
ェブ２０からなる濾材を含み、周辺枠１１２及びスクリム１１０を更に含む、例示的なひ
だ付けしたフィルター１１４を示す。濾材の１つの面と断続的に接触する平面の構成体と
して図５に示すが、スクリム１１０は濾材と共に（例えば、濾材と実質的に連続して接触
するように）ひだ付けされてもよい。スクリム１１０は、不織布の材料、ワイヤ、ガラス
繊維などで構成されてもよい。
【００６２】
　おそらく高いロフト、及び有効繊維直径の実際の繊維直径に対する高い比率のために、
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デプスフィルターとして機能可能な本明細書に説明するウェブは、例えば、高い濾過効率
と低い圧力低下との組み合せのような有利な濾過特性を示すことができる。そのような特
性は、浸透率、圧力低下、品質係数、捕捉効率（例えば、最低複合効率（Minimum Compos
ite Efficiency）、最低効率報告値）等を含む任意の周知のパラメータによって特徴付け
られ得る。特定実施形態では、本明細書に開示するウェブは、少なくとも約０．５、少な
くとも約０．７、又は少なくとも約１．０の品質係数を含む。
【実施例１】
【００６３】
　試験手順
　ソリディティ及びロフト
　繊維ウェブの嵩密度の測定値をウェブの固体部分を構成する材料の密度で割ることで、
ソリディティを求める。まずウェブの重量（例えば、１０ｃｍ×１０ｃｍの断片）を測定
することによって、ウェブの嵩密度を求めることができる。ウェブの重量の測定値をウェ
ブの領域で割ることでウェブの坪量が得られ、ｇ／ｍ２で記録される。直径１３５ｍｍの
円盤状のウェブを採取（例えば、打抜きで）して、ウェブ上に直径１００ｍｍの２３０ｇ
のおもりを中央に置いてウェブの厚さを測定し、ウェブの厚さを測定することができる。
ウェブの坪量をウェブの厚さで割ることで、ウェブの嵩密度が得られ、ｇ／ｍ３で記録さ
れる。
【００６４】
　次に、ウェブの嵩密度をウェブの固体繊維を構成する材料（例えば、ポリマー）の密度
で割ることで、ソリディティを求める。（供給元が材料の密度を指定しない場合、ポリマ
ーの密度は標準方法で測定することができる。）ソリディティは、百分率で通常報告され
る無次元分数である。
【００６５】
　ロフトは、１００％からソリディティを引いた値として通常報告される（例えば、７％
のソリディティは、９３％のロフトに等しい）。
【００６６】
　有効繊維直径
　ウェブの有効繊維直径（ＥＦＤ）を、Ｄａｖｉｅｓ，Ｃ．Ｎ．，「Ｔｈｅ　Ｓｅｐａｒ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｉｒｂｏｒｎｅ　Ｄｕｓｔ　ａｎｄ　Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ，」Ｉｎ
ｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ，Ｌｏｎｄｏｎ
，Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　１Ｂ，１９５２に記載される方法にしたがって評価する。別
段の指定がない限り、試験は１４ｃｍ／秒の面風速で行われる。
【００６７】
　実際の繊維直径及びウェブの特徴付け
　ウェブを５００倍以上の倍率の走査型電子顕微鏡で撮影し、Ｏｌｙｍｐｕｓ　ＤＰ２－
ＢＳＷ画像解析プログラムを利用して、ウェブ内の繊維の実際の繊維直径（ＡＦＤ）を評
価する。少なくとも１００の個別の直径測定をそれぞれのウェブ試料に対して行い、これ
らの測定値の平均値はそのウェブのＡＦＤとして報告される。
【００６８】
　顕微鏡下での外観検査（例えば、光学、又はＳＥＭ）を、ウェブが特定の種類（例えば
、捲縮繊維、間隙に捕集された繊維、及び／又は二成分繊維）の繊維を含むかどうかの判
定に使用されてもよい。これは、繊維部分が別の個々の繊維からのものかどうか、又は検
査した部分のうちの少なくともいくつかが視野内を複数回折り返すように十分に長い繊維
からのものかどうかを考慮せずに、繊維の部分を検査（例えば、顕微鏡の視野内にある）
することで行なうことができる。したがって、２０繊維ごとに１繊維未満が特定の種類で
あるとするそのような特性付けは、（適切な数のウェブの異なる領域の）外観検査の過程
での評価として、本明細書に定義する２０繊維部分ごとに１繊維未満が特定の種類である
ことを意味する。
【００６９】
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　浸透率（％）、圧力低下及び品質係数
　ウェブ試料の浸透率、圧力低下、及び濾過品質係数（ＱＦ）を、ＤＯＰ（フタル酸ジオ
クチル）の液滴を含むチャレンジエアゾールを（別段の指定がない限り）８５リットル／
分の流速で送液して求め、１４ｃｍ／秒の面風速を供給して、ＴＳＩ（商標）高速自動フ
ィルター試験機（型番８１３０）（ＴＳＩ　Ｉｎｃ．より市販）を使用して評価した。Ｄ
ＯＰ試験において、エアゾールは、約０．１８５μｍの直径を有する粒子を含んでもよく
、自動濾過試験機は、加熱機をオフにし、粒子中和器をオンにして操作してもよい。較正
した光度計をフィルターの入口と出口とに使用し、フィルターを通る粒子濃度及び粒子の
浸透率を測定することができる。フィルタを通して圧力低下（ΔＰ、ｍｍ　Ｈ２Ｏ）を測
定するために、ＭＫＳ圧力変換器（ＭＫＳ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓより市販）を用いて
よい。式：
【数１】

　は、ＱＦを算出するために用いてもよい。初期品質因子ＱＦ値は、通常、より高い初期
ＱＦ値がより良い濾過性能を示し、より低い初期ＱＦ値が低い濾過性能を示す全体的な性
能の確実な指標を提供する。ＱＦの単位は逆圧力低下である（１／ｍｍ　Ｈ２０で報告さ
れる）。
【００７０】
　捕捉効率
　フィルターの濾過特性を、ＡＳＨＲＡＥ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　５２．２（「Ｍｅｔｈｏ
ｄ　ｏｆ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ　Ａｉｒ－Ｃｌｅ
ａｎｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｖａｌ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ｂｙ　
Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｓｉｚｅ」）に説明される方法と同様の方法で試験することで求める
ことができる。試験は、ウェブをフィルター（例えば、ひだ付けしたフィルター及び／又
は枠付けされたフィルター）として構成し、フィルターを試験ダクト内に取り付け、乾燥
させ電荷を中和させた塩化カリウム粒子にさらして行う。１．５メートル／秒の試験面速
度が使用されてもよい。光学式粒子数計測器が、一連の１２の粒径範囲又はチャネルにわ
たる試験フィルターから上流側及び下流側の粒子濃度を測定するために使用されてもよい
。式：
【数２】

　は、各チャネルの捕捉効率を求めるために使用することができる。初期効率測定の後に
、フィルターの圧力が所定値に達するまで、連続する一連の塵の充填、及び効率測定値を
行い、試験中の粒径チャネルのそれぞれの最低効率を求め、最低効率複合曲線を求める。
フィルター全体の圧力低下を、初期、及び塵のそれぞれの充填後に測定し、塵の供給量及
びフィルターの重量増加の双方を求める。最低効率複合曲線から、０．３～１．０μｍの
４つの効率値を平均してＥ１に最低複合効率（ＭＣＥ）を求めることができ、１．０～３
．０μｍの４つの効率値を平均してＥ２　ＭＣＥを求めることができ、３．０～１０．０
μｍの４つの効率値を平均してＥ３　ＭＣＥを求めることができる。フィルターのＭＣＥ
値から、標準の基準表を使用してフィルターの最低効率報告値（ＭＥＲＶ）を求めること
ができる。
【００７１】
　（実施例１）
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　図１及び２に示される装置と同様の装置を使用して、単一成分単層ウェブを、Ｔｏｔａ
ｌ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｓより商品名３８６０で市販のメルトフローレート指数
７０を有するポリプロピレンから形成した。押出ヘッドには、３６個のオリフィスが１８
列あり、それぞれは、ダイの中央で０．６３インチ（１６ｍｍ）の間隙により隔てられた
９つの列の２つのブロックに分かれており、合計６４８個のオリフィスとなっている。０
．２５インチ（６．４ｍｍ）の間隔を有する千鳥状の模様でオリフィスを配列した。溶融
高分子の流速は１つのオリフィス当たり毎分およそ０．７１グラムであった。２つの対向
した急冷空気流（図１の１８ｂに示されるものと同様で、１８ａに示される種類の流れは
使用しなかった）を、上流側として高さ１６インチ（４０６ｍｍ）の急冷ボックスから０
．３ｍ／秒の概算面速度及び５℃の温度で、及び下側流として高さ７．７５インチ（１９
７ｍｍ）の急冷ボックスから０．１ｍ／秒の概算面速度及び周囲室温で供給した。米国特
許第６，６０７，６２４号及び同第６，９１６，７５２号に示されるものと同様の移動壁
細径化器を、エアナイフの間隙０．０３０インチ（０．７６ｍｍ）、エアナイフへ圧力１
４ｋＰａでの空気供給、細径化器の上部の間隙幅６．１ｍｍ、細径化器の底部の間隙幅６
．１ｍｍ、及び細径化チャンバの長さ６インチ（１５２ｍｍ）を用いて、使用した。押出
ヘッドから細径化器までの距離は３１インチ（７９ｃｍ）で、細径化器から捕集ベルトま
での距離は２７インチ（６９ｃｍ）であった。捕集ベルトの下におよそ１２５Ｐａの真空
を作り出して、溶融紡糸繊維流を捕集ベルト上に約４６ｃｍの幅で堆積させた。捕集ベル
トは、２０メッシュステンレス鋼から作製され、表１に示される速度（「形成速度」）で
動かした。
【００７２】
　次に、捕集した溶融紡糸繊維（ウェブ）の塊を、制御加熱接着装置の下を通過させ、繊
維の少なくともいくつかを自己接着させた。７．６ｃｍ×６１ｃｍの出口スロットで、お
よそ４．１ｍ／秒の速度で、空気を接着装置を通して給送した。ウェブが接着装置の下を
通過するとき、空気出口は捕集されたウェブから約２．５ｃｍ離れていた。制御加熱装置
のスロットを通過する空気の温度は、入口点でハウジング内に入る熱風を測定するとき、
およそ１５３℃であった。ウェブが接着装置の下を通過した後、周囲温度の空気をウェブ
を通して強制的に引き込み、ウェブをおよそ周囲温度に冷却させた。
【００７３】
　そのように製造したウェブを、通常の処理及び装置を使用して、自己支持型かつ取扱可
能であるのに十分な一体性を備えて接着させた。ウェブは、通常の巻上げによって保存用
のロール状に巻くことができ、又は、ひだ付け加工などの様々な作業にかけられ、ひだ付
けしたフィルターパネルなどの濾過装置に組み立てられ得る。
【００７４】
　表１Ａに説明するように、ウェブのいくつかのバリエーションを作製した。ウェブを捕
集ベルトの速度を変えることにより達成した３つの異なる領域（坪）量で捕集した。ウェ
ブ（１Ｂ）のうちの１つの繊維を走査電子顕微鏡で測定し、１１４の繊維の標本の大きさ
に基づいて２．８マイクロメートルの標準偏差で、１７．１マイクロメートルの実際の繊
維直径を有することが分かった。
【００７５】
　ウェブはそれぞれ（以下に述べるように、ウェブ１Ａを除いて）、圧力１８Ｎ／ｍｍ、
及び１５ｍ／分の速度で模様ロールと接触する９３℃に加熱した滑らかなバッキングロー
ルと組み合わせて、オフラインの（すなわち、上述のウェブ形成処理から分離した）２．
４％の接着模様を備える非加熱カレンダーロールを用いるカレンダー加工処理（接着模様
は、列から列まで７．４ｍｍ間隔を置いて配置され、それぞれの列に沿って４．３ｍｍ間
隔を置いて配置された３．８ｍｍの高さの要素からなる）に送り込んだ。次に、当該技術
分野において周知である方法を用いてウェブをおよそ－２０ｋＶでコロナ帯電させた。次
に、１４ｃｍ／秒での圧力低下、有効繊維直径、ＤＯＰ浸透率（％）、及び品質係数をこ
れらのウェブに対して得て、表１Ａに列記する。
【００７６】
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【表１】

【００７７】
　帯電させた平らなウェブ試料は、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙより市販のＳｕｐｅｒ　７７　
Ｓｐｒａｙ　Ａｄｈｅｓｉｖｅでワイヤーメッシュ補強を開くように積層された。積層し
た濾材を、１フィート当たり１２のひだを設ける間隔、及びおよそ５ｃｍのひだの長さに
設定したプッシュバーひだ付け器でひだ付けした。ひだ付けした濾材を、最終フィルター
寸法がおよそ３５×６３×２ｃｍになるように一体型ダイカットフレームでフィルターに
組み立てた。フィルターは、独立した検査会社によってＡＳＨＲＡＥ規格５２．２に準拠
して最終圧力１４９Ｐａまで評価を行った。最低複合効率及び最低効率報告書値をひだ付
けしたフィルターのそれぞれに対して得て、表１Ｂに列記する。
【００７８】

【表２】

【００７９】
　（実施例２）
　以下に別段の指定がない限り、実施例１の一般的方法を使用して、Ｔｏｔａｌ　Ｐｅｔ
ｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｓより市販のメルトフローレート指数７０を有する３８６０ポリプ
ロピレンから単一成分単層ウェブを形成し、ＢＡＳＦより市販のＵｖｉｎｕｌ　５０５０
Ｈ、０．５重量％と混合させた。上流側の急冷流はおよそ０．４ｍ／秒の面速度であった
。３４ｋＰａの圧力で空気をエアナイフに送流した。溶融紡糸繊維流を捕集ベルト上に約
４６ｃｍの幅で堆積させた。捕集ベルトの下の真空は約３００Ｐａであると見積もられた
。出口スロットで、およそ５．７ｍ／秒の速度で、空気を制御加熱接着装置を通して給送
した。制御加熱装置のスロットを通過する空気の温度は、入口点でハウジング内に入る熱
風を測定するとき、１５５℃であった。
【００８０】
　そのように製造したウェブを、通常の処理及び装置を使用して、自己支持型かつ取扱可
能であるのに十分な一体性を備えて接着させた。ウェブは、通常の巻上げによって保存用
のロール状に巻くことができ、又は、ひだ付け加工などの様々な作業にかけられ、ひだ付
けしたフィルターパネルなどの濾過装置に組み立てられ得る。表２Ａに説明するように、
ウェブのいくつかのバリエーションを作製した。捕集ベルトの速度を変えることにより達
成した３つの異なる領域量でウェブを捕集した。ウェブ２Ｂの繊維を走査電子顕微鏡で測
定し、２５２の繊維の標本の大きさに基づいて２．６マイクロメートルの標準偏差で、１
５．０マイクロメートルの実際の繊維直径を有することが分かった。
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　（ウェブ２Ａを除く）ウェブをそれぞれ、１Ｂ～１Ｄのウェブと同様の方法でカレンダ
ー加工した。次に、ウェブを米国特許第５，４９６，５０７号に教示される技術にしたが
って脱イオン水でハイドロチャージし、乾燥させた。
【００８２】
【表３】

【００８３】
　実施例１の試料と同様の方法で、帯電させた平らなウェブ試料は、ワイヤーメッシュ補
強を開くように積層され、ひだ付けされ、組み立てられ、フィルターが検査された。最低
複合効率及び最低効率報告書値をひだ付けしたフィルターのそれぞれに対して得て、表２
Ｂに列記する。
【００８４】

【表４】

【００８５】
　（実施例３）
　以下に別段の指定がない限り、実施例１の一般的方法を使用して、Ｔｏｔａｌ　Ｐｅｔ
ｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｓより市販のメルトフローレート指数７０を有する３８６０ポリプ
ロピレンから単一成分単層ウェブを形成した。上流側の急冷流はおよそ０．６ｍ／秒の面
速度であった。溶融紡糸繊維流を捕集ベルト上に約４６ｃｍの幅で堆積させた。出口スロ
ットで、およそ４．６ｍ／秒の速度で、空気を制御加熱接着装置を通して給送した。
【００８６】
　そのように製造したウェブを、通常の処理及び装置を使用して、自己支持型かつ取扱可
能であるのに十分な一体性を備えて接着させた。ウェブは、通常の巻上げによって保存用
のロール状に巻くことができ、又は、ひだ付け加工などの様々な作業にかけられ、ひだ付
けしたフィルターパネルなどの濾過装置に組み立てられ得る。表３に説明するように、ウ
ェブの１つのバリエーションを作製した。
【００８７】
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【表５】

【００８８】
　ウェブ３Ａの繊維を走査電子顕微鏡で測定し、１４６の繊維の標本の大きさに基づいて
２．８マイクロメートルの標準偏差で、１９．８マイクロメートルの実際の繊維直径を有
することが分かった。
【００８９】
　（実施例４）
　以下に別段の指定がない限り、実施例１の一般的方法を使用して、Ｔｏｔａｌ　Ｐｅｔ
ｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｓより市販のメルトフローレート指数７０を有する３８６０ポリプ
ロピレンから単一成分単層ウェブを形成した。上流側の急冷流はおよその０．７ｍ／秒の
面速度であった。下流側の急冷ボックスは使用しなかった。細径化器はエアナイフの間隙
が０．０２０インチ（０．５１ｍｍ）であった。８３ｋＰａの圧力で空気をエアナイフに
送流した。押出ヘッドから細径化器までの距離は２３インチ（５８ｃｍ）で、細径化器か
ら捕集ベルトまでの距離は２１インチ（５３ｃｍ）であった。溶融紡糸繊維流を捕集ベル
ト上に約５１ｃｍの幅で堆積させた。この場合、捕集ベルトはＡｌｂａｎｙ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌより市販の９　ＳＳ　ＴＣベルトであった。捕集ベルトの下の真空は約
８００Ｐａであると見積もられた。出口スロットで、およそ１１ｍ／秒の速度で、空気を
制御加熱接着装置を通して給送した。
【００９０】
　そのように製造したウェブを、通常の処理及び装置を使用して、自己支持型かつ取扱可
能であるのに十分な一体性を備えて接着させた。ウェブは、通常の巻上げによって保存用
のロール状に巻くことができ、又は、ひだ付け加工などの様々な作業にかけられ、ひだ付
けしたフィルターパネルなどの濾過装置に組み立てられ得る。表４に説明するように、ウ
ェブの１つのバリエーションを作製した。
【００９１】
【表６】

【００９２】
　ウェブ４Ａの繊維を走査電子顕微鏡で測定し、１９１の繊維の標本の大きさに基づいて
２．５マイクロメートルの標準偏差で、１２．６マイクロメートルの実際の繊維直径を有
することが分かった。
【００９３】
　比較例１
　米国特許第６，９１６，７５２号（Ｂｅｒｒｉｇａｎら）の教示にしたがって単一成分
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ウェブを形成した。以下に別段の指定がない限り、実施例４（上記）の一般的方法を使用
して、Ｔｏｔａｌ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｓより市販のメルトフローレート指数７
０を有する３８６０ポリプロピレンからウェブを形成した。溶融高分子の流速は、（実施
例４のオリフィス当たり毎分０．７１グラムに対して）オリフィス当たり毎分およそ０．
５４グラムであった。捕集ベルトの下の真空は約２０００Ｐａであると見積もられた。
【００９４】
　そのように製造したウェブを、通常の処理及び装置を使用して、自己支持型かつ取扱可
能であるのに十分な一体性を備えて接着させた。ウェブは、通常の巻上げによって保存用
のロール状に巻くことができ、又は、ひだ付け加工などの様々な作業にかけられ、ひだ付
けしたフィルターパネルなどの濾過装置に組み立てられ得る。表Ｃ１に説明するように、
ウェブの１つのバリエーションを作製した。
【００９５】
【表７】

【００９６】
　ウェブＣ１の繊維を走査電子顕微鏡で測定し、１４７の繊維の標本の大きさに基づいて
２．２マイクロメートルの標準偏差で、１３．０マイクロメートルの実際の繊維直径を有
することが分かった。
【００９７】
　実施例の要約
　比較例１（Ｃ１）並びに試料１Ｂ、２Ｂ、３Ａ及び４Ａの実際の繊維直径、有効繊維直
径、ＥＦＤ／ＡＦＤ比率、及びソリディティを表５に列記する。
【００９８】
【表８】

【００９９】
　上記の試験及び試験結果は予測ではなく例示のみを意図したものであり、試験方法が変
われば異なる結果が生じ得ると考えられる。実施例の項における定量的な値は全て、用い
られる手順に伴う一般的に既知の許容誤差を考慮した近似的な値であるものと理解される
。上記の詳細な説明及び実施例はあくまで理解を助けるために示したものである。これら
によって不要な限定をするものと理解されるべきではない。
【０１００】
　本明細書に開示される特定の代表的な構造、特徴、詳細、構成等は、多くの実施形態に
おいて変更され得る及び／又は組み合され得ることは、当業者には明らかであろう。その
ような変例及び組み合わせは全て、本発明者により、本考案の発明の範囲内にあるものと
して考えられる。したがって、本発明の範囲は、本明細書に記載された具体的な例示的構
造に限定されるべきではなく、むしろ、「特許請求の範囲」の文言によって説明される構
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組み込まれている全ての文書内の開示との間に不一致又は矛盾が存在する場合、本明細書
が優先する。

【図１】 【図２】
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